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第２９３回１２月定例教育委員会議事録 

 

委 員 会 次 第　　　　　１．開会宣言 

２．教育長あいさつ 

３．会議録の承認 

４．審議事項 

５．報告事項 

６．その他 

７．閉会宣言 

　　　　　　　　　　　　 

 

開　会　日　時　　　　　令和７年１２月１９日（金）午後３時００分 

 

会　　　　　場　　　　　安来中央交流センター　２階　第５会議室 

 

 

出席委員の氏名　　　　　教　育　長　　　　秦　　 誠 　司 

　　　　　　　　　　　　委　　　員　　　　青 砥 　 洋 

委　　　員　　　　原　　　　　智 

委　　　員　　　　寺　 田 　　禎 

委　　　員　　　　遠　藤　惠　子 

 

 出席者の氏名　　　　教 育 部 長　　　遠 藤  浩 司　 全議題 

              教育総務課長　　　岩 崎  幸 志　 全議題 

            学校教育課長　　　三 代  和 宏  全議題 

             給食教育課長　　　内 藤  有 里 子　 全議題 

           文 化 課 長　　　金 山  尚 志　 全議題 

             教育総務課主幹　　　徳 永  敦 雄　 全議題 
 
 
１．開会宣言　　　　　　午後３時００分　教育長が開会を宣言する。 
 

 

２．教育長あいさつ 



2 

（教育長） 

　　　年の瀬を迎えまして今年も残すところあとわずかとなりました。今年一

年大変お世話になり、ありがとうございました。 

　　　　この間まで行われておりました安来市議会１２月定例会議におきまし

ても、前回承認をいただきました補正予算につきまして、議案どおり承認

をいただきました。また、１０月の市議会議員選挙後初の通常会議でござ

いまして、７名から一般質問をいただき、私と教育部長、補助執行してい

るものにつきましては市民生活部長などと答弁をさせていただきました。 

　　　毎年恒例の今年の漢字につきましては「熊」が選出されたということで、

ここ安来市においても散見され益田市においては人身事故も発生いたし

ました。中国地方においては今年度はどんぐりが豊作でございましたが、

その反動の凶作が来年度においてあるのかどうか心配はしながら、人里と

熊の生息域の境界線エリアができると良いなと考えた１２月でございま

した。 

 

 

３．会議録の承認　　　　　第２９２回１１月定例教育委員会 

 

（承認） 

 

 

４．審議事項 

１）議第２３号　公共施設使用料等の見直しに伴う関係教育委員会規則の整

備に関する規則の制定について 

（文化課長）資料１により説明 

前回の教育委員会においてご審議いただいた公共施設使用料の条例改

正に合わせて、教育委員会規則で定められている和鋼博物館条例と歴史

資料館条例の施行規則について一括改正を行うものです。それぞれの規

則の条文は、合併前の安来市、広瀬町からの条文を引き継いでいることか

ら異なっており、この機会に可能な限り合わせるようにしました。２ペー

ジから３ページには、改め文を載せております。４ページから７ページに

は新旧対照表を載せております。４ページ、安来市和鋼博物館条例施行規

則の一部改正です。右側が改正前、左側が改正後の条文です。入館料の減

免については、小中学校等の引率者や児童発達支援センター等の施設を

減免対象に明記しました。また、共通割引券等を利用して観覧する場合な

ど減免する対象をより具体的に規定しております。５ページ、入館料の減
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免申請と使用料の減免は条文を整理しました。６ページ、安来市歴史資料

館館条例施行規則の一部改正です。入館料の減免対象や入館料の減免申

請について、和鋼博物館条例施行規則と合わせた条文としております。３

ページにお戻りください。附則といたしまして、令和８年４月１日から施

行するものであります。規則改正については、以上です。 

合わせて、前回の教育委員会において、この和鋼博物館条例や歴史資料

館条例の改正における入館料の区分が、なぜ年齢ではなく、小学生、中学

生、高校生かというご質問をいただいておりました。施設の使用料区分は、

安来市としての統一したものはなく、施設の特性に合わせて規定されて

います。文化課が所管する和鋼博物館や加納美術館は登録博物館、歴史資

料館は博物館類似施設です。博物館法および各施設の設置条例において、

学校の活動援助等を施設の業務として規定しておりますことから、学校

に所属して学ぶ児童、生徒、学生を入館料無料或いは半額の対象としたも

のであります。 

（教育長） 

　　　この議第２３号と次の報１３号については非常に良く似ておりますが、

違いはどこにありますか。 

（文化課長） 

　　　今ご説明いたしました議第２３号につきましては、教育委員会の規則と

して制定されているものです。次の報１３号につきましては市長部局の管

轄になります。けれども、補助執行の総合文化ホールアルテピア案件があ

りますので、報告をさせていただくものでございます。 

（委員） 

　　　条文の規約の中に「教育委員会で定める場合は～」とありますが、これ

は教育委員会で審議して定めるものですか。それとも教育長に一任して決

めるものですか。 

（文化課長） 

　　　これにつきましては、教育長に委任できないものについては事前に相談

いたしますが、今回の件に関しましては、教育長に委任が出来ないものは

ございません。 

 

（承認） 

 

 

５．報告事項 

１）報第１３号　公共施設使用料等の見直しに伴う関係規則の整備に関する
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規則の制定について 

 

２）報第１４号　市議会１２月定例会議報告 

 

３）報第１５号　ひろせ図書室開館時間の変更について 

　 

 

６．その他　 

　１）安来市小中学校適正配置について 

 

 

次回定例会 

１月１９日（月）１３：３０から 

 

 

７．閉会宣言 

　教育長が午後４時４０分閉会を宣言し、１２月定例教育委員会の日程

を終了した。 

 


